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消費者団体訴訟制度の概要
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消費者団体訴訟制度の概要
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○特定適格消費者団体が、事業者の不当
な行為により生じた財産的被害を集団的
に回復するための制度
※ 特定適格消費者団体は、適格消費者団体の中

から認定（令和３(2021)年３月１日時点で３団体が
認定）

○消費者被害の回復を目的

○平成25(2013)年消費者裁判手続特例法
の制定により創設
※ 平成28 (2016)年10月から運用開始

運用開始後の消費者契約が対象

○５事業者に対する訴え提起
※ 令和３(2021)年３月１日時点

被害回復

○ 内閣総理大臣が認定した消費者団体が、消費者の利益の擁護のために、
事業者に対して、訴訟等をすることができる制度
① 適格消費者団体の差止請求
② 特定適格消費者団体の被害回復

概要

○適格消費者団体が、事業者の不当な

勧誘・契約条項の使用・表示について

中止を求めることができる制度

※ 21団体が認定（令和３（2021)年３月１日時点）

○消費者被害の防止を目的

○消費者契約法の実効性確保策として、
平成18 (2006)年消費者契約法改正によ
り創設
※ 平成19(2007)年６月から運用開始

差止請求権は、その後、景品表示法、特定商取引
法、食品表示法にも規定

○約800事業者に対する差止請求（うち約70

事業者について訴訟）
※ 令和３(2021)年３月１日時点

差止請求



消費者団体訴訟制度の主体
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○差止請求権を行使するのに必要な適格性を有するとして
内閣総理大臣の認定を受けた法人である消費者団体のこと

○全国で２１団体が認定

○認定の有効期間は６年

○主な認定要件

適格消費者団体

○被害回復裁判手続を追行するのに必要

な適格性を有するとして内閣総理大臣
の認定を受けた適格消費者団体のこと

○全国で３団体が認定

○認定の有効期間は３年

○主な認定要件

・ 適格消費者団体であること

・ 適格消費者団体として相当期間（２年間）にわたり
継続して適正に活動していること

・ 理事のうち１名以上が弁護士であること

・ 被害回復のための体制・業務規程が適切に整備
され、経理的基礎が備わっていること

・ 報酬・費用が消費者の利益の擁護の見地から不当
ではないこと

特定適格消費者団体

・ 一般社団・財団法人又はＮＰＯ法人であること

・ 相当期間（２年間）にわたり継続して適正に消費者の
利益の擁護を図るための活動を行っていること
（事業者の不当な行為の改善申入れ、消費者教育
への協力、消費生活に関する意見表明等）

・ 差止請求のための体制・業務規程が適切に整備
され、経理的基礎が備わっていること

・ 消費生活に関する専門家及び法律の専門家が検討
部門にいること

・ 暴力団員が関与していないこと



【機密性○情報】
○○限り
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全国の適格消費者団体・特定適格消費者団体

※ 適格消費者団体は全国に２１団体。
※ 適格消費者団体の中から認定される特定適格消費者団体（オレンジ色）は全国に３団体（消費者機構日本、消費者支援機構関西、

埼玉消費者被害をなくす会）。

京都消費者契約ネットワーク

ひょうご消費者ネット

消費者ネット広島

消費者支援ネットくまもと

消費者支援ネット北海道

特定適格消費者団体

埼玉消費者被害をなくす会

特定適格消費者団体

消費者機構日本

全国消費生活相談員協会

消費者被害防止
ネットワーク東海

大分県消費者問題
ネットワーク

消費者支援機構福岡

特定適格消費者団体

消費者支援機構関西

消費者ネットおかやま

佐賀消費者フォーラム

消費者市民ネットとうほく

消費者支援ネットワーク
いしかわ

消費者支援群馬ひまわりの会

えひめ消費者ネット

消費者支援かながわ

消費者市民サポートちば

とちぎ消費者リンク

令和３(2021)年３月１日時点



○ 自立して活動することができるよう環境整備を図る

【主な取組】

・制度の積極的な周知広報により会員・寄附の増大

・寄附に関する規制の緩和（平成29(2017)年10月～）

・民間基金の後押し

・ 差止成果事例集の作成・公表

Ⅰ 自立の促進

○ 活動に役立つ被害情報の提供

【主な取組】

・事業者に関する消費生活相談情報（PIO-ＮＥＴ情報）

の提供

・急増指標の提供（平成28(2016)年９月～）

・地方公共団体との情報提供に関する覚書の締結の

促進（契約書面の入手等）

・ ＰＩＯ-ＮＥＴ情報の開示範囲の拡大(平成31(2019)年４

月～）

・消費者団体訴訟制度の機能強化のための「消費者被

害の実態調査業務」の委託

Ⅲ 情報面、機能面等の支援

○ 差止請求等に注力することを可能とする

【主な取組】

・提出書類（認定・更新の際の活動実績書類、役員の住

所変更届出）の負担軽減（平成28(2016)年９月～）

・適格消費者団体の認定の有効期間を３年から６年に延

長（平成29(2017)年10月～）

Ⅱ 事務負担軽減

○ 財政的な支援を実施することにより、団体の活動を促進
させる

【主な取組】

・独立行政法人国民生活センター法改正（国民生活セン

ターが特定適格消費者団体に代わって仮差押えの担保

を立てることができる措置）（平成29(2017)年10月～）

・ 適格消費者団体連絡協議会の開催支援

・ 地方消費者行政強化交付金による支援（平成30(2018)

年～）

Ⅳ 財政面の支援
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適格消費者団体等に対する支援の現状



下位法令・ガイドライン等
・政令（施行令）
・内閣府令（施行規則）
・最高裁判所規則
・ガイドライン等

通
常
の
訴
訟

消
費
者
へ
の
通
知
・公
告
（※

）

（団
体
への
授
権
）

消
費
者
の
加
入

債
権
の
確
定

【団体】 【消費者】 【裁判所】

（特
定
適
格
消
費
者
団
体
）

訴
え
を
提
起

共
通
義
務
に
関
す
る
審
理

認
容
判
決

和
解

等

棄
却
判
決
等

二段階目の手続：個別の消費者の債権確定手続

異
議
が
あ
る
場
合

一段階目の手続：共通義務確認訴訟

対象となる事案

消費者契約に関する金銭支払義務のうち以下のもの

二段階型の訴訟制度

【一段階目】
事業者の共通義務

（金銭支払義務）を確認

【二段階目】
個別消費者の債権を確定

（誰に、いくら支払うか）
仮差押え：特定適格消費者団体は、強制執行ができなくなるおそれがある場合などに、対象債権の総額の範囲で、仮差押命令の申立てをすることができる。

① 契約上の債務の履行の請求

② 不当利得に係る請求

③ 契約上の債務の不履行による損害賠償の請求

④ 不法行為に基づく民法の規定による損害賠償の請求

○諸外国の制度の長所・短
所を検討し我が国に適し
た新しい訴訟制度を創設

○ 消費者被害では同種被害が多発

○ 訴訟による被害回復は困難
（泣き寝入り）

・事業者と消費者との間の構造的格差
（情報量・交渉力等）

・訴訟に要する費用・労力

判
決
の
効
力

（
判
決
に
不
服
が
あ
れ
ば
上
訴
）

※ いわゆる拡大損害、逸失利益、人身損害、 慰謝料を除く
※ 本法律の施行前に締結された契約に関するものを除く

○これまで泣き寝入りしてきた消費者
被害の回復が可能に

○個々の消費者が多くの手続を行
うことなく、消費者団体の持つ専門
的な知識や交渉力を活用すること
が可能

○紛争の一回的解決を図ることが
できる

新しい訴訟制度のメリット

※ 特定適格消費者団体が対象となる消費者に対し、書面等で個別に通知、相当な方法により公告（インターネット等も可）

平成28(2016)年10月１日施行

※消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律（平成二十五年法律第九十六号）

（同時期にフランスに
おいても類似の制度）

概要

背景

適格消費者団体から新たな認定要件を満たす
者を内閣総理大臣が認定。

【新たな認定要件】
・差止関係業務を相当期間継続して適正に行っている
・弁護士を理事として選任
・費用・報酬等の額又は算定方法が消費者の利益の
擁護の見地から不当なものでない 等

【責務規定・行為規範】
・濫訴等の禁止 ・弁護士に追行させる義務
・個人情報の適正な管理 ・財産上の利益の受領禁止
・内閣総理大臣（消費者庁）による監督の対象 等

（適合命令・改善命令、特定認定の取消しなど）

特定適格消費者団体

消費者裁判手続特例法の概要
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消費者裁判手続特例法の附則（抄）
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第五条 政府は、この法律の施行後３年を経過した場合において、消費者

の財産的被害の発生又は拡大の状況、特定適格消費者団体による被害

回復関係業務の遂行の状況その他この法律の施行の状況等を勘案し、

その被害回復関係業務の適正な遂行を確保するための措置並びに共通

義務確認の訴えを提起することができる金銭の支払義務に係る請求及び

損害の範囲を含め、この法律の規定について検討を加え、必要があると

認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

２ 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後三年を経過した

場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要がある

と認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

※下線は消費者庁



消費者の財産的被害の発生状況等
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消費生活相談件数の推移
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全国の消費生活センター等に寄せられた消費生活相談の件数は、平成28(2016)年以降も
約90万件前後で推移している。

＜表１＞消費生活相談件数の推移

出典：図表Ⅰ-1-3-1 令和2年版 消費者白書



平均契約購入金額・平均既支払額の推移
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１件当たりの平均金額をみると、令和元(2019)年の全体では、請求された又は契約した金
額である「平均契約購入金額」が98.5万円、実際に支払った金額である「平均既支払額」が
38.2万円となっている。

＜表２＞平均契約購入金額・平均既支払額の推移

出典：図表Ⅰ-1-3-3 令和2年版 消費者白書



内容別分類
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内容別分類では、「取引」（「販売方法」「契約・解約」のいずれかが問題となっているもの）の
割合が約８割を占めている。

＜表３＞年度別にみた内容別分類（「取引」「安全・品質」）の割合の推移

出典：独立行政法人国
民生活センター『消費
生活年報2020』図７

出典：独立行政
法人国民生活
センター『消費
生活年報2020』
表３

＜表４＞年度別にみた内容別分類の相談件数の推移



相談・申出の状況

消費者被害・トラブルの経験があると認識し、その内容を具体的に回答した人のうち、相談・
申出をした人の割合が44.8％、誰にも相談・申出をしていない人の割合は45.4％となってい
る（表５の令和元(2019)年度の数値）。
相談・申出をした相手のうち、消費生活センター等は８．６％、弁護士等の専門家は２．１％、
消費者団体は１．４％となっている（表６の令和元(2019)年度の数値）。

＜表５＞消費者被害・トラブルのあった商品・サービスに
ついての相談・申出の有無

出典：図表Ⅰ-1-5-2 令和2年版 消費者白書

＜表６＞消費者被害・トラブルについて相談・申出をした相手

出典：図表Ⅰ-1-5-3 令和2年版 消費者白書 13



消費者裁判手続特例法の施行状況等
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特定適格消費者団体による被害回復裁判手続の追行状況等
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○共通義務確認の訴え（第１段階）が、５事業者を被告として提起さ

れている（訴訟件数としては４件）。

○うち２事業者（訴訟件数としては２件）について判決が確定し、その

うち１事業者について簡易確定手続（第２段階）が開始されている。

○特定適格消費者団体から返金の申入れを受けた事業者により任

意の対応が行われ、訴えの提起に至ることなく被害が回復される

といった動きもみられる。



被害回復裁判手続の事案①

16

特定適格消費者団体が、被告学校法人が設置する大学の医学
部医学科の一部の入学試験において、出願者への事前の説明なく、
出願者の属性を不利に扱う得点調整が行われたとし、それが不法
行為又は債務不履行に該当するとして、一定の出願者を対象消費
者として訴訟提起した事案。

事案の概要

 共通義務確認訴訟で、請求を一部認容する判決が確定
 簡易確定手続が開始
 特定適格消費者団体による通知・公告等を経て（※１）、対象消費

者563名分・債権891個（※２）の債権届出（債権額合計6594万
5536円）
※１ 通知に先立ち、被告事業者から特定適格消費者団体に対して開示された対象

消費者に関する情報は一部にとどまった（特定適格消費者団体によれば、同事

業者が保管していた住所情報が一次試験合格者のみであったとのこと。）。

※２ 特定適格消費者団体の推計では、対象消費者は延べ約5200名。

 その後、簡易確定手続が進行中

経過



被害回復裁判手続の事案②

17

特定適格消費者団体が、被告が給与ファクタリングと称し、実質
的には利息制限法所定の制限利率を大幅に超過し、出資法の規
制を超える利息を収受して無登録により貸金業を営み、消費者か
ら金銭を受領したとし、それが不法行為に該当するとして、被告と
の間で契約を締結し、金銭の支払をした一定の消費者を対象消費
者として訴訟提起した事案。

事案の概要

 共通義務確認の訴えに先立ち、民事保全手続
※国民生活センターによる立担保援助の実施

 共通義務確認訴訟において、全部認容判決が確定
※被告は欠席し、答弁書等の提出はなかった。

経過



その他の事案

18

○共通義務確認訴訟が係属中の事案

 大学の医学部入学試験に関する事案（事案①とは別件）

 情報商材に関する事案

○特定適格消費者団体から返金の申入れを受けた事業者により任

意の対応が行われたとされる主な事案

 工事請負契約に関する事案

 機能性表示食品に関する事案

 大学の医学部入学試験に関する事案（これまでに記載したもの

とは別件）
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